
大阪市道路占用料条例（昭和２８年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「及びその徴収方法」を「の額及び徴収方法並びに法第３９条の２第５項の

規定による占用料の額の最低額の下限の額」に改める。

第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加える。

（占用料の額の最低額の下限の額）

第９条 法第３９条の２第５項の条例で定める額は、別表占用料の欄に定める額（第３

条の規定により占用料を減額し、又は免除することができる場合にあっては、当該

減額し、又は免除した場合における占用料の額）に、入札対象施設等（法第３９条の

２第１項に規定する入札対象施設等をいう。）の種類その他の事項を勘案して市長

が定める期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表中

議 案 第６６号

大阪市道路占用料条例の一部を改正する条例案

「 「

３，３００円 ４，２００円

５，１００円 ６，４００円

６，９００円 ８，７００円

３，０００円 を ３，７００円

４，８００円 ６，０００円

６，５００円 ８，２００円

３００円 ２００円 １３０円 ３７０円 ２５０円 １７０円

」 」

に、

１



「 「

２，９００円 ３，７００円

１，８００円 ２，２００円

５，９００円 を ７，５００円

２，５００円 ３，１００円

５，９００円 ４，０００円 ２，６００円 ７，５００円 ５，０００円 ３，３００円

」 」

に、

「

法第３２

条第１

項第２

号に掲

げる物

件

管路 外径が０．０７メートル

未満のもの

長さ１メ

ートルに

つき１年

１２０円

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未

満のもの

１８０円

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル未

満のもの

２７０円

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未

満のもの

３６０円

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの

５３０円

２



外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの

７１０円

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの

１，２００円

外径が０．７メートル

以上１メートル未満

のもの

１，８００円

外径が１メートル以

上のもの

３，６００円

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年

１，８００円

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 ５，９００円 ４，０００円 ２，６００円

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 ２，２００円 １，４６０円 ９７０円

法第３２

条第１

項第５

号に掲

げる施

設

地下街

及び地

下室

階数が１のもの 近傍類似の土地の時価に０．００４

を乗じて得た額

階数が２のもの 近傍類似の土地の時価に０．００７

を乗じて得た額

階数が３以上の

もの

近傍類似の土地の時価に０．００８

を乗じて得た額

上空に設ける通路 ７，４００円 ４，９００円 ３，３００円

地下に設ける通路 ４，４００円 ３，０００円 ２，０００円

その他のもの ５，９００円 ４，０００円 ２，６００円

」

３



を

「

法第３２

条第１

項第２

号に掲

げる物

件

管路 外径が０．０７メートル

未満のもの

長さ１メ

ートルに

つき１年

１６０円

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未

満のもの

２２０円

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル未

満のもの

３４０円

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未

満のもの

４５０円

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの

６７０円

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの

９００円

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの

１，６００円

４



外径が０．７メートル

以上１メートル未満

のもの

２，２００円

外径が１メートル以

上のもの

４，５００円

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年

２，２００円

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 ７，５００円 ５，０００円 ３，３００円

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 ２，２００円 １，４６０円 ９７０円

法第３２

条第１

項第５

号に掲

げる施

設

地下街

及び地

下室

階数が１のもの 近傍類似の土地の時価に０．００５

を乗じて得た額

階数が２のもの 近傍類似の土地の時価に０．００８

を乗じて得た額

階数が３以上の

もの

近傍類似の土地の時価に０．０１を

乗じて得た額

鉄道施設又は軌道施設に設

ける購買施設その他の物件

近傍類似の土地の時価に０．０１を

乗じて得た額

上空に設ける通路 ８，１００円 ５，４００円 ３，６００円

地下に設ける通路 ４，９００円 ３，３００円 ２，２００円

その他のもの ７，５００円 ５，０００円 ３，３００円

」

に、

「 「

１５０円 １００円 を １６０円 １１０円 に、

」 」

５



「 「

１５，０００円 ９，８００円 ６，６００円 １６，０００円 １１，０００円 ７，２００円

４，８００円 ６，０００円

５，９００円 ４，０００円 ２，６００円 ７，５００円 ５，０００円 ３，３００円

近傍類似の土地の時価に０．０２８

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０３４

を乗じて得た額

１，５００円 ９８０円 ６６０円 １，６００円 １，１００円 ７２０円

近傍類似の土地の時価に０．０１２

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０１３

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２４

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２８

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０３４

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０１２

を乗じて得た額
を

近傍類似の土地の時価に０．０１３

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．００９

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．００９

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２４

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．００９

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．００９

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０１２

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０１３

を乗じて得た額

６



附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の大阪市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の占用許可期間中の占用料について適用し、施

行日前の占用許可期間中の占用料の額については、なお従前の例による。

（経過措置）

３ 占用許可期間が１年以内の占用で、施行日前に許可を受けたものに係る占用料の

額については、当該許可期間中に限り、なお従前の例による。

平成３０年２月２３日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

近傍類似の土地の時価に０．０２

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２４

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０２８

を乗じて得た額

近傍類似の土地の時価に０．０３４

を乗じて得た額

５，９００円 ４，０００円 ２，６００円 ７，５００円 ５，０００円 ３，３００円

」 」

に改める。

説 明

占用入札に係る占用料の額の最低額の下限の額を定めるとともに、道路の占用料を改定するた

め、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

７



（目 的）

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第３９条第２項の規定

による道路の占用料（以下占用料という。）の額及びその徴収方法並びに法第３９条の２第５項

の規定による占用料の額の最低額の下限の額に関して規定することを目的とする。

（分納利子の減免）

第８条 省 略

（占用料の額の最低額の下限の額）

第９条 法第３９条の２第５項の条例で定める額は、別表占用料の欄に定める額（第３条の規定に

より占用料を減額し、又は免除することができる場合にあっては、当該減額し、又は免除した

場合における占用料の額）に、入札対象施設等（法第３９条の２第１項に規定する入札対象施設

等をいう。）の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間を同表単位の欄に定める期間で

除して得た数を乗じて得た額とする。

第９条
第１０条

－第１０条
第１１条

省 略

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市道路占用料条例（抄）

８



別表（第２条関係）

占 用 物 件 単位

占 用 料

道路の等級

特等 １等 ２等

法第３２条

第１項第

１号に掲

げる工作

物

第１種電柱並びにその支柱及び

支線柱

省 略 ３，３００円
４，２００円

第２種電柱並びにその支柱及び

支線柱

５，１００円
６，４００円

第３種電柱並びにその支柱及び

支線柱

６，９００円
８，７００円

第１種電話柱並びにその支柱及

び支線柱

３，０００円
３，７００円

第２種電話柱並びにその支柱及

び支線柱

４，８００円
６，０００円

第３種電話柱並びにその支柱及

び支線柱

６，５００円
８，２００円

その他の柱類 ３００円
３７０円

２００円
２５０円

１３０円
１７０円

省 略 省 略 省 略

路上に設ける変圧器 省 略 ２，９００円
３，７００円

地下に設ける変圧器 省 略 １，８００円
２，２００円

変圧塔、送電塔その他これに類

するもの及び公衆電話所

省 略 ５，９００円
７，５００円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２，５００円
３，１００円

その他のもの 省 略 ５，９００円
７，５００円

４，０００円
５，０００円

２，６００円
３，３００円

９



法第３２条

第１項第

２号に掲

げる物件

管路 外径が０．０７メートル未満

のもの

省 略 １２０円
１６０円

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

１８０円
２２０円

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの

２７０円
３４０円

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

３６０円
４５０円

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

５３０円
６７０円

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

７１０円
９００円

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

１，２００円
１，６００円

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの

１，８００円
２，２００円

外径が１メートル以上の

もの

３，６００円
４，５００円

その他のもの 省 略 １，８００円
２，２００円

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 ５，９００円
７，５００円

４，０００円
５，０００円

２，６００円
３，３００円

省 略 省 略

法第３２条

第１項第

５号に掲

げる施設

地下街及び地下

室

階数が１の

もの

近傍類似の土地の時価に０．００４
０．００５

を

乗じて得た額

階数が２の

もの

近傍類似の土地の時価に０．００７
０．００８

を

乗じて得た額

１０



階数が３以

上のもの

近傍類似の土地の時価に０．００８
０．０１

を

乗じて得た額

鉄道施設又は軌道施設に設ける

購買施設その他の物件

近傍類似の土地の時価に０．０１を乗

じて得た額

上空に設ける通路 ７，４００円
８，１００円

４，９００円
５，４００円

３，３００円
３，６００円

地下に設ける通路 ４，４００円
４，９００円

３，０００円
３，３００円

２，０００円
２，２００円

その他のもの ５，９００円
７，５００円

４，０００円
５，０００円

２，６００円
３，３００円

法第３２条第１項第６号に掲げる施設 省 略 １５０円
１６０円

１００円
１１０円

省 略

法第３２条

第１項第

７号に掲

げる工作

物、物件

又は施設

看板 省 略 省 略 省 略

その他のもの １５，０００円
１６，０００円

９，８００円
１１，０００円

６，６００円
７，２００円

標識 省 略 ４，８００円
６，０００円

道路法施行令（昭和２７年政令第

４７９号。以下法施行令という。）

第７条第２号に掲げる工作物

省 略 ５，９００円
７，５００円

４，０００円
５，０００円

２，６００円
３，３００円

法施行令第７条第３号に掲げる

施設

近傍類似の土地の時価に０．０２８
０．０３４

を

乗じて得た額

法施行令第７条第４号に掲げる

工事用施設及び同条第５号に掲

げる工事用材料

省 略 １，５００円
１，６００円

９８０円
１，１００円

６６０円
７２０円

法施行令第

７条第８号

に掲げる施

設

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの

省 略 近傍類似の土地の時価に０．０１２
０．０１３

を

乗じて得た額

１１



備考 省 略

上空に設けるもの 近傍類似の土地の時価に０．０２
０．０２４

を

乗じて得た額

その他のもの 近傍類似の土地の時価に０．０２８
０．０３４

を

乗じて得た額

法施行令第

７条第９号

に掲げる施

設

建築物 近傍類似の土地の時価に０．０１２
０．０１３

を

乗じて得た額

省 略 省 略

法施行令第

７条第１０号

に掲げる施

設及び自動

車駐車場

建築物 近傍類似の土地の時価に０．０２
０．０２４

を

乗じて得た額

省 略 省 略

法施行令第

７条第１１号

に掲げる応

急仮設建築

物

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの

近傍類似の土地の時価に０．０１２
０．０１３

を

乗じて得た額

上空に設けるもの 近傍類似の土地の時価に０．０２
０．０２４

を

乗じて得た額

その他のもの 近傍類似の土地の時価に０．０２８
０．０３４

を

乗じて得た額
法施行令第７条第１２号に掲げる

器具

その他のもの ５，９００円
７，５００円

４，０００円
５，０００円

２，６００円
３，３００円

１２
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